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平成２６年労第４２９号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による遺族給付及び葬祭

給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人の亡夫（以下「被災者」という。）は、平成○年○月○日、Ａ県Ｂ市所

在のＣに雇用され、ガラス工として業務に従事していた。 

被災者は、平成○年○月○日、普通乗用自動車で出勤する途中、Ｄ市○先道路

において、片側３車線の一番左側の車線に路上駐車していた中型貨物自動車に追

突し、その後、歩道を走行し、再び車道に戻り停車した（以下「本件事故」とい

う。）。被災者は、運転席に上半身のみ横に倒れ、心肺停止の状態であったとこ

ろ、Ｅ病院に救急搬送され、蘇生措置が行われたが同日死亡した。死体検案書に

よれば、直接死因は「急性うっ血性心不全」だった。 

請求人は、被災者の死亡は本件事故又は仕事による過労が原因であるとして、

監督署長に遺族給付及び葬祭給付の請求をしたところ、監督署長は、被災者の死

亡は通勤及び業務上の事由によるものとは認められないとして、これらを支給し

ない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれ

を棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 
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（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、被災者の死亡が通勤又は業務上の事由によるものであると認めら

れるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、本件公開審理において、被災者が従事していたＦの仕事は休みも

なく、激務であったため、被災者は業務上の事由により死亡したと述べ、被災

者の死亡は、過重業務が原因である旨主張している。 

（２）被災者の死因については、Ｇ医師作成の平成○年○月○日付け死体検案書及

び同年○月○日付け意見書、Ｈ医師作成の平成○年○月○日付け意見書に示さ

れているとおり、当審査会としても、心臓の肥大・拡張を伴う右心室壁内脂肪

浸潤を基盤として発症した急性心臓機能障害（傷病名：急性うっ血性心不全）

によるものと判断する。また、本件事故の状況から、当審査会としては決定書

理由第２の２の（２）のウに説示のとおり、被災者は本件事故前に上記傷病を

発症していたものとみるのが妥当と判断する。以上を踏まえ、請求人が主張す

る過重な業務の有無について、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因

するものを除く）の認定基準について」（平成１３年１２月１２日付け基発第

１０６３号。以下「認定基準」という。）に基づき検討する。 

（３）発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇した事実は認められない。

次に監督署長の認定した労働時間集計表をみると、被災者は、上記傷病発症日

である平成○年○月○日の１０日前までの間においては、同月○日の午前８時

３０分から午後３時までＦ以外の業務に就労したのみで、時間外労働は認めら

れず、それ以外の日は休日であったことから、短期間（発症前おおむね１週間）

のうちに、特に過重な業務に従事していたとは認められない。また、発症前お
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おむね６か月間についてみても、被災者の時間外労働時間数は７時間４５分か

ら４６時間３０分の間で推移しており、認定基準上発症に影響するとされてい

る月平均４５時間以上の時間外労働は認められず、長期間（発症前おおむね６

か月）についても、特に過重な業務に従事していたとは認められない。 

この点、請求人は、実際は、監督署長の認定した労働時間集計表にある時間

数を超える時間外労働時間数があったものと述べているが、請求人の主張を裏

付ける資料は確認できず、当該主張は認められない。 

したがって、被災者に発症した傷病は、業務上の事由によるものとは認めら

れない。 

（４）なお、請求人は、発症日前６か月間における被災者の１か月間の時間外労働

時間数は、最も長い月で４０時間、最も短い月で２０時間程度であったと述べ

ていることから、仮に上記（３）の請求人の主張を認めるとしても、被災者に

は、認定基準において発症に影響するとされる月平均４５時間以上の時間外労

働は認められず、いずれにせよ、上記結論を左右しない。 

３ 以上のとおりであるので、被災者の死亡は通勤又は業務上の事由によるものと

は認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした遺族給付及び葬祭給

付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由はない。 

 

よって、主文のとおり裁決する。 

 


